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１．募集の趣旨

宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」は、笠原小学校校舎の一部を活用し、高

齢者や障がい者、児童等が気軽に話し合える場、学校のこどもたちや福祉作業所の作業

生との交流の場として、平成 12 年 6 月に設置されました。

以来、地域のあらゆる人が年齢差や障がいの有無に関係なく活動し交流できるよう、

主体的に参加できるような事業を展開しております。

「宮代町福祉交流センター（陽だまりサロン）」の管理運営について、より一層利用

者の視点に立ったサービスの提供や運営の効率化を図るため、平成 18 年 4 月から指

定管理者制度を導入し、現在に至っています。福祉交流センターの第三期指定管理者と

して指定を受け、利用者サービスの向上を目指し施設の管理運営に取組む意欲のある団

体等を公募により募集するものです。

２．対象施設の概要

区分 内容

名称 宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」

設置目的 高齢者、障がい者及び児童等が気軽に集い、交流できる場を提供

し、様々なふれあいをとおして、互いに理解しあうことで、誰もが

生きがいをもって暮らし、社会活動への積極的な参加を促進するこ

とを目的とする。

所在地 宮代町字百間１１０５番地 笠原小学校内

最寄駅 東武伊勢崎線 東武動物公園駅より徒歩６分

建物概要 延べ床面積 ９６㎡

構造・規模 鉄筋コンクリート造２階建 笠原小学校１室

竣工 平成１２年２月 開設 平成１２年 6 月

配置等 別紙業務要求水準書別添資料 1 参照

３．指定管理者が行う業務の範囲

（１）施設の運営に関すること。

（２）施設、設備及び物品の維持管理に関すること。

（３）施設の設置目的にあった自主事業の実施に関すること

（４）その他必要な業務に関すること

注１ 詳細な業務の範囲は、別紙業務要求水準書を参照してください。

注２ 業務の実施に関する詳細事項は、協議のうえ、協定で定めます。

４．管理の基準

（１）関係する法令及び条例の規定を遵守すること。
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（２）利用者に対し適切な対応を行うこと。

（３）施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

（４）業務に関して取得した利用者個人に対する情報を適切に取り扱うこと。

注１ 管理基準に関する詳細事項は、協議のうえ、協定で定めます。

注２ 管理基準を遵守できない場合は、指定管理者の指定を取り消すことがあります。

５．管理に要する経費（指定管理料等）

（１）各年度の指定管理料の上限額は、３０４万３千円（消費税及び地方消費税を含

む。）とします。

（２）福祉交流センターの利用料金は無料ですので、指定管理料の上限額は、管理に要

するすべての経費から、その他収入（自主事業収入）の見込み額を差し引いた額となっ

ています。

（３）収支計画書の作成にあたっては、別冊「業務要求水準書」別添資料２「過去４年

度分決算資料」を参考にしてください。

（４）収支計画書における「修繕経費」については、小規模修繕に要する経費として、

５万円（消費税及び地方消費税を含む。）で計上してください。なお、修繕に関する町

と指定管理者のリスク分担については、別冊「業務要求水準書」８．指定管理者が行う

業務内容中、施設等の管理業務にかかる指定管理者と町との役割分担の表を参照してく

ださい。

（５）平成２８年度の指定管理料については、応募者が提案した額及び収支計画書に基

づき、町と指定候補者との協議のうえ決定します。なお、以降の指定管理料については、

平成２８年度の額を基準として、各年度の収支計画及び町の財政状況等に基づき町と指

定候補者との協議のうえ決定します。

（６）指定管理料の支払い方法、支払い時期については、町と指定候補者との協議のう

え協定書で定めます。

６．指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間

７．利用料金

指定管理者は、福祉交流センターが実施する事業にかかる費用について、町長の承認

を得て、別に徴収することができるとともに、指定管理者の収入として収受することが

できます。

８．応募の資格

応募者の資格は、次の要件をすべて満たす法人その他の団体とします。
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（１）町内に主たる事業所を有するとともに、町内を中心に活動していること。

（２）地域福祉活動にかかる事業を行っていること。

（３）設置目的をより効果的、効率的に達成するとともに、安全円滑に施設を管理運営

できるものであること。

注 ただし、申請しようとする者（法人以外の団体の場合は、その代表者）が次

のいずれかに該当する場合は、応募資格を有しないものとします。

・地方自治法施行令第１６７条の４に規定に該当する者

・宮代町工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中

である者

・会社更生法第 30 条又は民事再生法第２１条の規定による更生手続又は再生

手続の開始の申し立てがなされた場合は、更正手続の開始決定又は再生計画の

認可決定がなされていない者

・国、県及び町の税について滞納している者（法人税（所得税）、法人県民税、

法人事業税、自動車税、法人町民税（個人住民税）、軽自動車税、固定資産税、

消費税及び地方消費税等）

・法人等又はその代表者若しくはその従業者が暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその

構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者の統制の下にある者

・その他町長が必要と認める事項

９．事業提案

第一期及び第二期指定管理においては、福祉交流センターが行う事業を業務要求水準

書の中で具体的に示していましたが、第三期指定管理者の募集にあたっては、応募者よ

り各事業の具体的な提案をお願いします。

事業の項目は、別冊「業務要求水準書」8．指定管理者が行う業務内容（３）事業に

ついて①事業 ア～カ に記載しています。

なお、事業提案にあたってのポイントは以下のとおりです。

・高齢者の利用が伸びていること

・学校内の1教室を活用した場所を活かした取り組み

・10年間の施設運営状況を踏まえた新規事業の提案

・特にボランティアや地域の人材を活用した取り組みの創出

第一期及び第二期に示した具体的事業は、別添資料３のとおりです。実績を踏まえつ

つ、第三期の事業提案をお願いします。
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１０．並行運営

福祉交流センターの管理運営を円滑に移行するために、平成２８年３月の１ヶ月を

並行運営期間とし、事務や事業の引継ぎを順次行うものとします。引継ぎにかかわる

費用は、指定管理者の負担とします。

１１．応募手続

（１）申請の方法

申請にあたっては、指定した書類を持参により提出してください。

（２）受付期間

平成２７年 9 月 24 日（木）から平成２７年 9 月 30 日（水）までの

午前９時から午後５時まで

＊ただし、土、日を除く

（３）提出書類作成上の留意点

提出書類は、原則として全てＡ４判（印刷の向き：縦、文字方向：横書き）で作

成のうえ、縦型ファイルに左綴じで提出してください。

（４）著作権の帰属等

応募書類等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、町は、指定管理者の決定

の公表上必要な場合は、応募書類等の内容を無償で使用できるものとします。また、

提出書類は、理由の如何に問わず返却しません。

（５）提出書類の情報公開

指定管理者に関する情報について、町に対し情報公開請求があった場合には、透

明性の確保から、提出された書類について公開する場合があります。

（６）費用の負担

応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。

（７）資料の取扱い

町が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じます。

注１ 未着・延滞等の場合は原因の如何を問わず、町では責任を負いません。

注２ 持参する際には、事前に担当に連絡してください。

１２．提出書類

（１）指定管理者の指定申請関係書類

①宮代町指定管理者指定申請書（様式１）

②法人の登記簿謄本、定款、寄附行為、規約（就業規定、給与規定等）その他これら

に類する書類

（法人以外の団体にあっては、規約、構成員名簿等組織の概要がわかるもの）

③申請書を提出する日の属する事業年度（本年度）の事業計画書及び収支予算書並び
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に前事業年度（前年度）の事業報告書及び収支決算書、財産目録、貸借対照表

（法人以外の団体にあっては、事業報告書及び収支決算書又はこれらに相当する書類）

④法人税、消費税、事業税、地方消費税の納税証明書（直近の決算期に係るもの）

⑤設立趣旨、組織、事業内容等法人等の概要がわかるもの

⑥誓約書（別紙7）

⑦法人等の役員名簿（別紙 6）

⑧共同事業体協定書兼委任状（別紙5） ※該当する場合のみ提出

（２）福祉交流センターの施設管理運営に関する書類

①福祉交流センター事業計画書（別紙 1）

②福祉交流センター平成 28 年度収支計画書（別紙 2）

③福祉交流センター収支計画書（５ヵ年総括表）（別紙３）

（３）平成２7 年度福祉交流センターの並行運営に関する書類

①並行運営期間の施設運営全般の引継ぎに関する書類（別紙４）

（４）提出部数

１1 部（正本１部 副本１0 部）

＊ただし、法人の登記簿謄本、定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類に

ついては、正本１部のみ提出してください。

注 町が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

１3．選定までの手順

（１）選定方法

宮代町指定管理者選定委員会において、書類審査及び面接審査を行い、その審査

結果を踏まえ、町長が指定管理者の候補者を選定します。詳細については、後日連

絡します。

（２）選定基準

①施設設置の目的が達成できること。

②利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

③事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮する

ものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

④事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規

模及び能力を有すること。

⑤町民の声が反映される管理が行われること。

⑥宮代町のまちづくりの考え方に適合していること。
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⑦安全管理の体制が整っていること。

⑧地域等の活力を積極的に活用するとともに、地域に密着した事業を実施し、地域

に協働のしくみが確立される管理運営が行われること。

⑨そのほか、施設の性質又は目的に応じて定める基準に適合していること。

１4．指定管理者の決定

（１）指定管理者の決定方法

指定管理者は、町議会の議決を経て、町長が指定します。

（２）指定の通知等

指定管理者の指定を行ったときは、文書で通知するとともに、町の掲示板及び広

報、ホームページにおいて行います。

１5．今後のスケジュール

内容 とき 場所・時間

募集要項の設置・業務

要求水準書の配布

平成２7 年 9 月 1 日（火）

～

平成２7 年 9 月 30 日（水）

宮代町福祉課社会福祉担当

午前９時～午後５時（土・日・祝日を

除く）

町ホームページ

応募書類提出受付 平成２７年 9 月 24 日（木）

～

平成２７年 9 月 30 日（水）

宮代町福祉課社会福祉担当

午前９時～午後５時（土・日を除く）

第１次審査（書類審査） 平成２７年 10 月上旬

第２次審査（面接審査） 平成２7 年 10 月下旬 後日ご連絡いたします。

選定結果の公表 平成２７年１１月

指定管理者の指定議決 平成２７年 1２月

指定管理者の決定通知 平成２7 年１２月

協定締結 平成２8 年１月

並行運営開始 平成２8 年３月から

指定管理者による業務

開始

平成２8 年４月１日から
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１6．応募・現場説明会

（１）現場説明 日時 平成２7 年 9 月 11 日（金）午後 3 時 30 分～

場所 宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」

応募説明 日時 同日、現場説明終了後

場所 宮代町役場 203 会議室

参加申込 9 月 10 日（木）までに福祉課社会福祉担当へご連絡ください。

（２）質問表 次の様式にてメール、ＦＡＸでお問合せください。

① 受付期間 平成２７年9月11日（金）～9月15日（火）午後５時まで

② 受付方法 質問の要旨を簡潔にまとめ、別添の「指定管理にかかる質問表」に

記入し、メールまたはFAXで送付してください。送信の際は、送信

未達を防ぐため必ず電話にてご連絡ください。前記以外での方法によ

るもの、又は受付期間を過ぎたものは一切受付しません。

③ 回答方法 平成27年9月18日（金）を目途に質問に対する回答書を町のホー

ムページに掲載しますのでご確認ください。回答に当たっては、質問

をした事業者名は公表しません。なお、意見表明や質問内容が不明瞭

なものについては回答しないことがあります。
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宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」の指定管理にかかる質問表

団体名

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅ－maｉl

＊質問事項１件ごとに記入してください。

質問事項

内容

１7．問合せ先

宮代町福祉課 社会福祉担当 新井・関根・岡村

ＴＥＬ ０４８０（３４）１１１１

ＦＡＸ ０４８０（３４）３３９６

E-mail fukushi@town.miyashiro.saitama.jp
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様式１

宮代町指定管理者指定申請書

年 月 日

宮代町長 様

申 請 者

団体の所在地

団 体 の 名 称

代 表 者 氏 名 印

連 絡 先

宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第３条の規定により指

定管理者の指定を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。

記

１ 公の施設の名称及び所在地

施 設 の 名 称 宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」

施設の所在地 宮代町字百間１１０５番地 笠原小学校内

２ 提出書類

（１）宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」事業計画書（別紙１）

（２）宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」平成 28 年度収支計画書（別紙２）

（３）宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」収支計画書（５ヵ年総括表）（別紙 3）

（４）並行運営期間の施設運営全般の引継ぎに関する書類（別紙 4）

※現行の指定管理者については提出不要

（５）共同事業体協定書兼委任状（別紙 5） ※該当する場合のみ提出

（６）法人等役員名簿（別紙 6）

（７）誓約書（別紙 7）

（８）経営状況を確認することができる書類

（９）申請することができる団体の資格を有していることを証する書類

（１０）定款、寄附行為、規約、会則又はこれらに類するもの

（１１）その他町長が別に定める書類
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別紙 1

宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」事業計画書

団体名

団体の所在地

代表者の氏名 設立年月日 年 月 日

電話番号 ＦＡＸ

メールアドレス

管理の実績等 ＜公的施設の維持管理業務の実績＞

施設名 所在地 受託期間

＜現在運営している施設等＞

施設名 所在地 運営開始年月日

１管理運営を行うにあたっての経営方針（基本的な考え方、理念）

２管理運営を行う意欲
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３施設管理全般

①安心安全面からの管理運営について（事故対策、病気、衛生対策等）

②緊急時対策について（防犯・防災、その他緊急時対策等）

③施設の維持管理について

④個人情報保護などの情報管理体制について
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４職員配置計画

①配置計画

②職員配置の考え方について

③職員研修
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５施設運営全般

① 年間の事業計画（業務要求水準書に示す事業を含めて記載してください。）

②利用者等の要望の把握及び実現するための方策

③学校、地域等とのかかわり方に対する考え方

④利用者とのトラブルの未然防止と対処方法
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６市民協働の仕組み

①地域資源の活用、地域活力、市民主体など地域の中に市民協働の仕組みを確立さ

せるための方策、考え方について

7 事業提案

①高齢者、障がい者及び児童等の相互の親睦及び交流を図るための事業にかかる企

画・運営を行うこと。

②高齢者及び障がい者の健康の増進についての相談及び指導に関すること。

③福祉に関する講座や体験学習などの事業をとおした生涯学習の推進に関すること。
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④ボランティア活動を普及するための情報の提供に関すること。

⑤学校教育との連携を図り、児童の心身の健全な育成に関すること。

⑥作品の発表、展示等の施設の利用に関すること。
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8 その他（提案内容）

①施設の現状に対する考え方、将来展望、サービスを向上させるための改善等、その

他特記すべき事項があれば記載してください。

＊記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。

＊記載しきれない場合は、別資料として提出することも可とします。
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別紙 2

宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」平成 28 年度収支計画書

収入

科目 金額（円） 積算内訳

指定管理料

その他

合計

支出

科目 金額（円） 積算内訳

人件費支出

・給与等

管理費支出

・消耗品費

・通信費

・修繕費

・印刷費

・業務委託料

・賃借料

・その他

事務費支出

・消耗品費

・その他

事業費支出

・材料費

・その他

その他

合 計

提案事項

注１ 人件費については、事業計画書に記載した職員配置表に基づき積算してください。

注２ 管理費・事務費・事業費については、概算で経費を積算してください。作成にあ

たっては、業務要求水準書の別添資料２「過去４年度分決算資料」を参照してくだ

さい。

注３ コスト削減等の提案がありましたら、提案事項欄に記入してください。
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別紙３

宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」収支計画書（５ヵ年総括表）

収入 (単位：千円)

科目 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

指定管理料

その他収入

合計

支出 (単位：千円)

科目 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

人件費支出

・給与等

管理費支出

・消耗品費

・通信費

・修繕費

・印刷費

・業務委託料

・賃借料

・その他

事務費支出

・消耗品費

・その他

事業費支出

・材料費

・その他

その他

合 計
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別紙 4

並行運営期間の施設運営全般の引継ぎに関する書類

◎並行運営期間の施設運営全般の引継ぎの考え方についてご記入ください。

①並行運営の必要とする期間の考え方

②並行運営期間中の業務内容

③並行運営期間の職員配置計画
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別紙 5

共同事業体協定書兼委任状

平成 年 月 日

宮代町長 様

共同事業体名

団体の所在地

団 体 の 名 称

代 表 者 氏 名 印

件 名 宮代町福祉交流センター「陽だまりサロン」指定管理者

上記件名の公募に参加するため、公募要項に基づき、共同事業体を結成し、宮代町

との間における下記事項に関する権限を代表者に委任して申請します。

なお、当該件名の指定管理者に指定された場合は、各構成団体は、宮代町福祉交流

支援センター「陽だまりサロン」の指定管理者としての業務遂行及び業務の遂行に伴

い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。

共同事業体の名称

同事務所所在地

共同事業体

の代表者

(受任者)

所在地

団体名 印

代表者名

同事業体の

構成団体

(委任者)

所在地

団体名 印

代表者名

共同事業体の

成立、解散の

時期及び委任

期間

平成 年 月 日から当該指定管理者の指定終了後３か月

を経過する日まで。ただし、当共同事業体が上記件名の指定管理

者とならなかった場合は、直ちに解散します。また、当共同事業

体の構成団体の脱退又は除名については、事前に宮代町の承認が

なければこれを行うことができないものとします。

委任事項
1 指定管理者の指定の申請に関する件 2 協定締結に関する件

3 経費の請求受領に関する件 4 契約に関する件

その他

1 本協定に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。

2 この協定書に定めのない事項については、構成団体全員により

協議することとします。

(備考) 共同事業体の構成団体数が３者以上の場合は、様式に準じて作成してください。
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別紙 6

法 人 等 役 員 名 簿

役 職 名 氏
ふり

名
がな 性

別
生 年 月 日 住 所
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別紙 7

誓 約 書

当社が当該施設の指定管理者に応募するにあたり、宮代町公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条第１項第６号に揚げる団体の資格が宮代町公の施設

の指定管理者制度に関する指針における申請者の資格に該当する応募者であることを

誓約いたします。

宮代町長 榎本 和男 様

平成 年 月 日

住 所

名 称 印

電 話


